
令和 7 年度 特別支援教育就学奨励費のお知らせ 

板橋区教育委員会 

 

１ 特別支援教育就学奨励費とは 

板橋区では一人一人の子どもに適した指導を行い、楽しくのびのびと学習出来るように、

小学校と中学校に特別支援学級を設けて、教育の充実を図っております。特別支援教育就学

奨励費とは、この学級に通うために必要な通学費、学用品等の費用について、ご家庭の負担

を軽くするため、教育費の一部を補助する制度です。 

 

２ 対象となる方 

   特別支援教育就学奨励費の対象者の方は、板橋区に住所を有し、下記のいずれかに該当す

る方です。 

①小学校又は中学校の特別支援学級に在籍している方 

②小学校又は中学校の通級指導学級に通級している方（就学援助、生活保護を受給中の方

は除く） 

③小学校又は中学校の通常学級に在籍し、学校教育法施行令第 22 条の 3 に規定する特別

支援学校の就学基準に該当する方 

 

３ 申請方法について 

板橋区立小・中学校に在籍し、特別支援学級、通級指導学級に在籍・通級している方に対

し、令和７年７月に学校から申請書をお配りする予定です。 

上記以外の方は、学務課学事係までお問い合わせください。 

 

４ 認定区分、支給品目及び支給金額について 

特別支援学級に在籍している方の就学奨励費は、認定区分により支給品目が異なります。 

認定区分は、家族構成や年齢によって算出される所得基準額、前年中の所得額（雑損、社

会保険料、小規模企業共済等掛金、生命保険料、地震保険料、ひとり親・寡婦控除を控除）、

就学援助等の受給の有無により、４つの認定区分に判定されます。 

下記の表は、認定区分の標準的な例を示したものです。家族構成や年齢によっても異なり

ますので、目安と考えてください。なお、就学援助又は生活保護を受給中の方は所得に関わ

らず認定区分④となります。認定区分による支給品目については、裏面をご覧ください。 

 

世帯数 家  族  構  成 認定区分① 認定区分② 認定区分③ 

３人 母（36才）子（７才，９才） 約３４７万円以下 約５７８万円以下 約５７９万円以上 

４人 父（38才）母（36才）子（１才，７才） 約３９０万円以下 約６５１万円以下 約６５２万円以上 

５人 父（38才）母（36才）子（７才，９才，13才） 約５２１万円以下 約８６８万円以下 約８６９万円以上 

 

 

 



４ 支給品目 

（１）認定区分①② 

支給品目 
小学校 中学校 

備考 
対象 金額（年） 対象 金額（年） 

学校給食費 

１～２年 ２６，１２５円 

全学年 ３５，６０７円 

注１ 

注２ ３～４年 ２８，２１５円 

５～６年 ３１，３５０円 

修学旅行費 ６年 １０，７９０円 ９年 ２８，８６０円 注２ 

入学準備金 １年 ２８，５３０円 ７年 ３１，５００円  

学用品等購入費 全学年 ５，８２０円 全学年 １１，３７０円  

校外活動参加費（宿

泊なし） 
全学年 ８００円 全学年 １，１５５円 

注２ 

校外活動参加費（宿

泊あり） 
５及び６年 １，０００円 ７又は８年 ３，１０５円 

注２ 

通学費 全学年 実費 全学年 実費  

交流及び共同学習交通費  全学年 実費 全学年 実費  

職場実習交通費  全学年 実費  

オンライン学習通信費 全学年 ７，０００円 全学年 ７，０００円 注３ 

注１：就学奨励費における学校給食費については、給食費の無償化に伴い各学校へ支給していま

す。保護者への給食費の支払いは行いません。 

注２：各支給品目の金額を限度として、実費額の１／２を支給 

注３：オンライン学習通信費は、認定区分①の方のみ支給（認定区分②は支給対象外） 

 

（２）認定区分③ 

支給品目 
小学校 中学校 

備考 
対象 金額 対象 金額 

通学費 全学年 実費の１／２ 全学年 実費の１／２  

交流及び共同学習交通費  全学年 実費の１／２ 全学年 実費の１／２  

職場実習交通費  全学年 実費の１／２  

 

（３）認定区分④（就学援助又は生活保護を受給中の方） 

支給品目 
小学校 中学校 

備考 
対象 金額 対象 金額 

交流及び共同学習交通費  全学年 実費 全学年 実費   

職場実習交通費  全学年 実費  

 

５ 問い合わせ先 

板橋区教育委員会事務局学務課学事係 ℡ ３５７９－２６１１ 

 


